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豊田市内の中小企業者の皆さまへ 2025 年度速報版 

【令和 7 年 3 月 31 日までの連絡先】 
豊田市 産業部 産業労働課 （〒471-8501 豊田市西町 3-60 ） 
電話 0565-34-6774  FAX  0565-35-4317  
Email  sangyou@city.toyota.aichi.jp 
ホームページ : https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1063649/index.html 

全業種の中小企業者の皆さまを対象に、以下 3 つの事業を支援します! 

申請者 

申請から交付までの流れ 

⑤実績報告書の提出 

⑧ 補助金請求書の提出 

①交付申請書の提出 

②交付決定 

⑥額確定 

⑨補助金交付 

豊田市では様々な企業支援施策を実施していますので、ぜひご活用ください! 

提出方法 : 原則として電子申請(市 HP から申請フォームにアクセスできます。) 
      その他の提出方法については個別にご相談ください。 

豊田市 

【提出期限】 
事業完了又はすべての支払完了の、いずれか遅い 
日付から起算して 30 日以内 
又は翌年度の４月 10 日のいずれか早い期日まで 

【提出期限】 
事業開始日の原則 1 カ月前までに提出 
（４月中に事業を開始する場合などを除く） 

【申請期間】 
  ◎事業開始日が令和７年 4 月 1 日～9 月 30 日 

⇒4 月１日～8 月 31 日 
◎事業開始日が 10 月１日～令和 8 年 3 月 31 日 

   ⇒9 月 1 日～2 月 28 日 
 
 

③交付決定通知書 

⑦確定通知書 

給付 

＜当補助金 HP の QR コード＞ 

①人 材 育 成 事 業 
☑
☑

②人 材 確 保 事 業 
☑
☑ ☑

③ 副 業 人 材 等 活 用 事 業 

※当該補助金に係る予算について、令和 7 年３月豊田市議会定例会で可決されなかったときは、本案件は無効となります。 

当補助金の交付要綱を確認いただき、
必要書類の作成をお願いします。 

※予算上限に達した場合は下記に関わらず終了 

☑
☑

◎交付決定通知後に事業着手すること 
◎①で申請した内容に変更（事業内容・期間等）が

発生した場合は変更承認申請書を必ず提出するこ
と 

◎事業及び支払いは令和 8 年 3 月 31 日までに全て
完了すること 
こと 

 

④補助事業の実施 
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豊田市内の中小企業者の皆さまへ 2025 年度速報版 

【令和 7 年 3 月 31 日までの連絡先】 
豊田市 産業部 産業労働課 （〒471-8501 豊田市西町 3-60 ） 
電話 0565-34-6774  FAX  0565-35-4317  
Email  sangyou@city.toyota.aichi.jp 
ホームページ : https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1063650/index.html 

全業種の中小企業者の皆さまを対象に、以下４つの事業を支援します! 
申請者 

申請から交付までの流れ 

⑤ 実績報告書の提出 

⑧ 補助金請求書の提出 

① 交付申請書の提出 

②交付決定 

⑥額確定 

⑨補助金交付 

豊田市では様々な企業支援施策を実施していますので、ぜひご活用ください! 

提出方法 : 原則として電子申請(市 HP から申請フォームにアクセスできます。) 
      その他の提出方法については個別にご相談ください。 

豊田市 

 

【提出期限】 
事業完了又はすべての支払完了の、いずれか遅い 
日付から起算して 30 日以内 
又は翌年度の４月 10 日のいずれか早い期日まで 

③交付決定通知書 

⑦確定通知書 

給付 

＜当補助金 HP の QR コード＞ 

① 販路拡大事業 
☑
☑

※当該補助金に係る予算について、令和 7 年３月豊田市議会定例会で可決されなかったときは、本案件は無効となります。 

④補助事業の実施 

※予算上限に達した場合は下記に関わらず終了 

◎交付決定通知後に事業着手すること 
◎①で申請した内容に変更（事業内容・期間等）が

発生した場合は変更承認申請書を必ず提出するこ
と 

◎事業完了及び支払い完了は令和 8 年 3 月 31 日ま
でに行うこと 
こと 

 

② BCP 策定事業 

【提出期限】 
事業開始日の原則 1 カ月前までに提出 
（４月中に事業を開始する場合などを除く） 

【申請期間】 
⇒4 月１日～2 月 28 日 

③ 事業承継・M＆A 事業 

④ サイバーセキュリティ診断事業 

☑ ）
☑

☑
☑

☑

当補助金の交付要綱を確認いただき、
必要書類の作成をお願いします。 
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豊田市働き方改革推進支援補助金 

産業労働課 
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  提 

出 
 

 

豊田市内の中小企業者の皆さまへ 

【令和 7 年 3 月 31 日までのお問い合わせ先】 
豊田市 産業部 産業労働課（〒471-8501 豊田市西町 3-60） 
電話 0565-34-6774  FAX  0565-35-4317  
Email  sangyou@city.toyota.aichi.jp 
ホームページ :https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1026482/1063651/index.html 
 

全業種の中小企業者の皆さまを対象に、以下 3 つの事業を支援します! 

申請者 

申請から交付までの流れ 

⑧ 補助金請求書の提出 

① 交付申請書の提出 

②交付決定 

⑨補助金交付 

豊田市では様々な企業支援施策を実施していますので、ぜひご活用ください! 

豊田市 

＜当補助金 HP の QR コード＞ 

働き方改革に向けた基盤づくり事業 
＼社内のコミュニケーションの活性化やモチベーション向上に資する取組を支援／ 

☑ 従業員満足度調査を実施 
☑ WEB 社内報アプリの導入・改修 
 

☑ 社内ルールや福利厚生等をまとめた冊子等の作成 
☑ 人事評価制度等の構築や見直し 
 

例えばこのようなことに活用できます 

働く場所・時間の多様化促進事業 
＼柔軟な働き方を実現させるための取組を支援／ 

☑ テレワークを実施するために必要な WEB 会議機器等の導入 
☑ 従業員がコワーキングオフィス等を利用するための登録料 
 

例えばこのようなことに活用できます 

多様な人材活躍推進事業 
＼誰もが働きやすく働き続けられる職場環境づくりに係る取組を支援／ 

☑ 視覚障がい者用拡大読書器の購入 
☑ 外国人の従業員のために社内マニュアルや標識類等の翻訳 
 

例えばこのようなことに活用できます 

③補助事業の実施 
 

 

◎交付決定通知後に事業着手すること 
◎①で申請した内容に変更（事業内容・期間等）が

発生した場合は変更承認申請書を必ず提出するこ
と 

◎事業及び支払は令和８年 3 月 31 日までに全て 
完了すること 

 

基準を達成すると、 
事業所表彰へ応募が
できます! 

 

多種 多様な セ
ミナ ーが 受講
可能! 

 

 

  

※当該補助金に係る予算について、令和 7 年３月豊田市議会定例会で可決されなかったときは、本案件は無効となります。 

 

【提出期限】 
事業開始日の原則 1 カ月前までに提出 
（４月中に事業を開始する場合などを除く） 

【申請期間】 
令和 7 年 4 月１日～令和 8 年 2 月 28 日 

 
 

⑤ 実績報告書の提出 

【提出期限】 
事業完了又はすべての支払完了の、いずれか遅い 
日付から起算して 30 日以内 
又は翌年度の４月 10 日のいずれか早い期日まで 

提出方法 : 原則として電子申請(市 HP から申請フォームにアクセスできます。) 
      その他の提出方法については個別にご相談ください。 

④ 補助事業の実施 

③交付決定通知書 

⑥額確定 

⑦確定通知書 

※予算上限に達した場合は下記に関わらず終了 

 

当補助金の交付要綱を確認いただき、
必要書類の作成をお願いします。 
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補助対象事業 補助対象経費 
(１)従業員のニーズ及び満足 
度の調査や分析を行う事業 

現状分析（従業員へのアンケート等による調査・分析）に係る謝金、委託
料、印刷製本費、システムやソフトウェア等の導入・改修費（ただし、使用
料は除く。） 

(２)従業員へ社内制度等を周
知する事業 

従業員向けの社内制度や福利厚生をまとめたツール（パンフレット、社内
イントラネット等）に係る作成費、印刷製本費、システムやソフトウェア
等の導入・改修費（ただし、使用料は除く。） 

(３)社内のコミュニケーショ
ンや情報共有・連携を促進する
事業 

企業と従業員、また従業員同士の相互理解を目的としたツール（社内 SNS、
イントラネット等）に係るシステムやソフトウェア等の導入・改修費（た
だし、使用料は除く。） 

(４)給与・賃金、人事評価制度
の構築や見直しに関する事業 

給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する相談に係るコンサルテ
ィング費用（ただし、顧問料は除く。） 

(５)給与・賃金、人事評価制度
に関する就業規則等を作成す
る事業 

給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等の作成に係る謝金、委託料
（ただし、顧問料は除く。） 

補助対象事業 補助対象経費 
(１)事業所以外の場所での勤 

務を認めるテレワークを新 

たに導入する事業 

 
 

① テレワーク導入に必要な機器（WEB 会議機器、社内のパソコンを遠隔
操作するための機器、社外で従業員（ただし、代表者、事業主、雇用関
係にない役員及び家族従業員を除く。）が使用するパソコンやスマート
フォン等）の導入経費（ただし、使用料は除く。） 

②テレワーク導入に必要な勤怠管理もしくはセキュリティ対策のためのシ
ステムやソフトウェア等の導入経費（ただし、使用料は除く。） 

(２)働く場所の多様化事業 

 
従業員（ただし、代表者、事業主、雇用関係にない役員及び家族従業員を
除く。）がコワーキングオフィス等を利用（ただし、事業所としての利用は
除く。）する際に係る登録料（ただし、使用料は除く。） 

(３)働く時間の柔軟化事業 

 
働く時間の柔軟化に伴うシステムやソフトウェア（勤怠管理システム等）
の導入経費（ただし、使用料は除く。） 

(４)働く場所・時間の多様化に
関する就業規則等を作成する
事業 

働く場所・時間の多様化に関する就業規則等の作成に係る謝金、委託料（顧
問料は除く。） 

補助対象事業 補助対象経費 
(１) 多様な人材の就労環境

を整備するための事業 
【多様な人材】 
高齢者、障がい者、性的マイノ
リティ、外国人、副業、兼業人
材 

① 多様な人材の就労環境を整備するために必要な事業所の施設・設備等の
工事費（ただし、事業用設備や補助事業者の事業に本来必要な施設、自
宅との共有部分に係る設備や施設と判断されるものは除く。） 

②就労支援機器等の導入・購入費（ただし、使用料は除く。） 
③多様な人材の活躍推進に係る就業規則や社内マニュアル、社内掲示物等

の通訳翻訳費、委託費、印刷製本費 
④多様な人材の就労支援に係る外部専門人材への謝金、委託料（ただし、

雇用関係にある従業員への謝金や委託料は除く。） 
(２)多様な人材の活躍推進制
度の構築や見直しに関する事
業 

多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する相談に係るコンサルテ
ィング費用（ただし、顧問料は除く。） 

(３)多様な人材の活躍推進制
度に関する就業規則等を作成
する事業 

多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等の社内規定の作成に係る謝
金、委託料（ただし、顧問料は除く。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

上乗せ補助率 建設業、運輸業、郵便業、医療（看護業を含む）、福祉（介護業や保育業を含む）、
警備業を 事業として営む中小企業者が、当該業種に係る補助事業を行う場合  2/3 

 

上乗せ補助率 建設業、運輸業、郵便業、医療（看護業を含む）、福祉（介護業や保育業を含む）、
警備業を 事業として営む中小企業者が、当該業種に係る補助事業を行う場合  2/3 

 

 上乗せ補助率 建設業、運輸業、郵便業、医療（看護業を含む）、福祉（介護業や保育業を含む）、
警備業を 事業として営む中小企業者が、当該業種に係る補助事業を行う場合 

 2/3 
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働き方改革アドバイザー・講師派遣事業 

産業労働課 
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とよたキャリアカレッジ 

産業労働課 
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とよた
誰もが成⾧を実感できる職場へー

【実施期間】2024年8月～2025年3月

多様な視点と知識を獲得し
成⾧課題のヒントを
職場へ持ち帰ります

PO IN T

階層別の全１７プログラム
登録事業所の従業員は
定額でいくつでも受講可能

PO IN T

登録事業所様へのフォローアップ面談

育成体系の構築、職場実践と定着など･･･どんな小さなことでも構いません。
㈱eight所属のコンサルタントが人材育成に関するお悩みをお伺いします。
※面談はご訪問・Zoomなど事業所様のご都合に合わせて行います。

PO IN T

事業者あたり 円／年（税込）１登録費用

とよた
キャリアカレッジ
法人会員登録

◇ 主催 豊田市（産業部 産業労働課） ◇株式会社eight

とよたキャリアカレッジは、女性従業員の育成･定着をはじめ、

誰もが働きやすい職場を目指す、豊田市の中小企業様の定額制研修プログラムです。

キャリアカレッジ

豊田市主催の定額制研修プログラム

バージョンアップ

11月頃／年1回

▷大賞・優秀賞・ベストフォーカス賞受賞事業所（中小のみ）･･････

▷ イキイキ賞受賞事業所(中小のみ)･･･

①「はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰」令和３年度以降 受賞事業所

無料
25,000円／年（税込）

登
録
か
ら
受
講
ま
で
の
流
れ

お申込みは
こちら

法人登録は とよたキャリアカレッジ 検索

①「豊田市はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰」受賞事業所 ②「豊田市SDGｓ認証制度」認証事業者
以下の①または②に該当する場合 45,000円／年（税込）大規模事業所の場合

専用申込フォームより法人登録STEP 1

STEP 3

豊田市へ登録費用お支払いSTEP 2

詳細案内メール／会員番号付与

STEP 4 受講予約 予約サイトよりご希望のプログラムをお申込み

右記に該当の

中小事業者は

特別価格でご

提供します
②「豊田市SDGs認証制度」認証事業者

▷ ゴールド・シルバー認証事業者（中小のみ）･･････････
▷ ブロンズ認証事業者(中小のみ)･････

無料
25,000円／年（税込）

豊田市内の中小事業者様へ
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日程 対象者 講座名 開催場所 予約開始日

8月 23日 どなたでも 自身のコミュニケーションタイプを知って仕事に生かそう● キラツ☆とよた

7/1(月)

9月

6日 リーダー・管理者 リーダー職のためのキャリアデザイン
～ありたい姿をイメージしよう～ キラツ☆とよた

13日 若手・中堅 若手社員のためのキャリアデザイン～目標を立てよう～ キラツ☆とよた

27日 両立社員 子育て世代のキャリアデザイン～男女育休時代の両立策～ キラツ☆とよた

10月

4日 どなたでも AI時代にこそ求められる「心の知能指数」EQを高めよう キラツ☆とよた

11日 リーダー・管理者 後輩や部下のやる気を引き出すコーチング（基礎編） キラツ☆とよた

25日 どなたでも 働くママパパのための資産形成講座
～お金の不安を手放し、満たす使い方を学ぼう！～● キラツ☆とよた

11月
8日 若手・中堅 自分の強みを活かすセルフマネジメント講座 キラツ☆とよた

10/1(火)
15日 リーダー・管理者 後輩や部下のやる気を引き出すコーチング（実践編） キラツ☆とよた

12月
6日 両立社員 そろそろ親のことが気になりはじめたあなたに

介護と仕事の両立講座● キラツ☆とよた

13日 どなたでも 社会人のための思考整理力アップ講座
   ①タスク管理編 キラツ☆とよた

1月
17日 リーダー・管理者 組織の心理的安全性を高める対話力 キラツ☆とよた

12/2(月)

24日 経営者・人事管理者 65歳定年時代のシニア社員活躍促進セミナー オンライン開催

2月

7日 どなたでも 伝える力ープレゼン力を高めようー● キラツ☆とよた

14日 どなたでも 社会人のための思考整理力アップ講座
②コミュニケーション編 キラツ☆とよた

21日 両立社員 キャリア・アンカー（自分軸）を知って
    自分らしいキャリアを築こう キラツ☆とよた

3月 7日 経営者・人事管理者 セミナー付き異業種交流会 キラツ☆とよた

2024年8月～2025年3月開催プログラム 各回 金曜日 13:30～15:00

◇ 詳細・お問合せ

とよたキャリアカレッジ事務局（株式会社eight）

 (TEL) 0565 -41-8871
   (MAIL)office-3.3@8eight8.jp

◇ 主催

豊田市 産業部 産業労働課 

     (TEL) 0565 -34-6774

     (MAIL)sangyou@city.toyota.aichi.jp

登録企業実績（2020年～2023年）

株式会社FTS、株式会社PROTECA、有限会社豊田煙火、株式会社松原電機、株式会社コンサルティング東海、株式会社小野組、
株式会社ひまわりネットワーク、株式会社キョウエイファイン、株式会社アイサク、株式会社SMIRING、三井屋工業株式会社、
特定非営利活動法人ナースリーハウス、豊田安全衛生マネジメント株式会社、小島プレス工業株式会社、株式会社豊田ほっとかん、
株式会社BEX、株式会社トヨタ中央自動車学校、株式会社こいけやクリエイト、株式会社エスホープス、有限会社梅村工務店、
トヨタ自動車健康保険組合、特別養護老人ホーム みなみ福寿園、医療法人ころも会 イトウ内科クリニック、かすがい皮膚科、
アール・ティ・エンジニアリング株式会社、スズヒロフォークリフト株式会社、株式会社東工建設、明和工業株式会社、
特定非営利活動法人ほっとほーむよっといでん、株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング、三竹生コンクリート株式会社、
リョーエイ株式会社、トヨタケ工業株式会社、株式会社さちコーポレーション、株式会社どんぐりの里いなぶ、
社会保険労務士法人Sunny Job Design、株式会社神谷プラスチック、株式会社eight （順不同・敬称略）

●は一般公開講座

本事業の詳細はホームページよりご覧いただけます
※講座内容は変更になることがあります。変更の際はHPなどでお知らせします。

とよたキャリアカレッジ 検索
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働きやすい職場づくり推進事業所確認・公表 

制度/はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰 

産業労働課 
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豊 田 市

こ
ん
な
会
社
で

働
き
た
い
。

令和5 年度

イキイキ
大賞

豊田市はたら く 人が

イ キイ キ輝く 事業所表彰

豊田市働き やすい

職場づく り 推進事業所

確認・ 公表制度

令和6 年度

問合せ

http : //ww w . ci t y . t o y o ta . a i ch i . j p /

豊田市 産業部 産業労働課 〒4 7 1 -8 5 0 1  豊田市西町3 -6 0

詳細はこ ちら
〈 市H P： アド バイ ザー派遣〉

Tel 0 5 6 5 -3 4 -6 7 7 4 Ｅmail sang you@ci ty . toyota . a i ch i . j p  

表彰式

受賞特典
※詳細は市H P をご覧く ださ い。

特  典 大賞  　  優秀賞  

❶名刺やH P 、求人広告等における、シンボルマーク の使用

❷事業所の取組等を 市H P で紹介

❸市就労支援室、市女性し ごと テラ ス等で求職者や市民に対する紹介

　（ 例-1 ）豊田市女性し ごと テラ スH P にバナー掲載、ポスタ ー作成・ 掲示

　（ 例-2 ）豊田市女性し ごと テラ スH P のピッ ク アッ プ求人欄に掲載 

❹市等が主催する大学生や高校生、求職者向けの事業やイ ベント 等での紹介

　（ ハロ ーワーク 豊田主催「 ミ ニ企業説明会」、サイト 掲載、チラ シ等）

❺高校生向けのキャリ ア教育や企業説明会等への参加機会の提供

❻中小企業経営力高度化事業補助金の限度額上乗せ（ 人材育成事業、人材確保事業） 

❼市が開催するセミ ナー等の参加費の減免

　（ 例）と よたキャリ アカレッ ジ　 ※事業所規模による

❽市契約課の総合点における評価項目　 男女共同参画社会への貢献と なる特別な制度

豊田市働き方改革アド バイザー・

講師派遣制度

ベスト
フォーカス賞

働きやすい職場づく り 推進事業所【 確認・ 公表情報】様式作成に

おける自社の状況確認や、新たな取り 組みのアド バイ スのほか、

はたらく 人がイ キイ キ輝く 事業所表彰において 応募書作成の

支援も 行っ ています。お気軽にお問合せく ださ い。
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　 従業員が安心して働く こと ができるだけでなく 、やり がいを実感できること で従業員満足度が向上し ます。こ のこ

と は従業員のエンゲージメ ント にも 大きく 作用し 、生産性の向上や斬新なアイデアの創出、より 良い商品・ サービス

の提供にもつながり ます。今いる従業員だけでなく 、学生や求職者をはじ め、広く 自社の魅力を発信し ましょ う 。

働き やすい 職場づく り 推進事業所　 確認・ 公表制度 はたら く 人がイ キイ キ輝く 事業所表彰

【 確認・ 公表情報】様式

「 ①法令遵守度」の全ての項目に該当すること 。

「 ②魅力度」において「 あり 」の項目が4 つ以上あること 。

豊田市電子申請・ 届出システムまたはと よた産業ナビ H P

「 働き 方改革推進ポータ ルサイト 」による。（ 詳細は市H P 参照）

豊田市内の事業所（ 従業員を 常時雇用し ている企業、団体、個人事業主）
※市内に複数の支店等がある場合は、それらをひと つの事業所として申請すること をお勧めし ます。なお、本社の所在地や事業所の規模は問いません。

※過去に「 はたらく 人がイ キイ キ輝く 事業所表彰」を 受賞さ れた事業所も 申請が可能です。

対象と なる 事業所

申請要件

申請方法

通知日から 2 年間。なお、更新は有効期間満了のほか、

取組内容に変更があった場合には、随時受け付けます。

有効期間及び更新

働き やすい 職場づく り 推進事業所

はたら く 人がイ キイ キ輝く 事業所表彰

【 確認・ 公表情報】様式でセルフチェック

「 働きやすい職場づくり推進事業所」確認完了の通知後であること

申請要件達成

事業所選任の社会保険労務士による事実確認あり

豊田市電子申請・ 届出システムまたはとよた産業ナビHP「 働き方改革推進ポータルサイト 」により申請

セルフ チェ ッ ク 確 認申 請
事業所表彰応募働き やすい職場

づく り 推進事業所

ご 希望により 豊田市働き 方改革アド バイ ザーが、申請・ 応募に関する 支援も 行っ て いま す。お気軽にお問合せ・ ご 相談く ださ い

各様式のダウンロード 、

応募方法等の詳細はこちら

＜市H P：事業所表彰＞

働きやすい職場づく り 推進事業所の確認完了通知後であること 。

表彰を 受けた場合、事業所名及び取組内容の公表が可能であること 。

賞の種類

応募要件

①「 イ キイ キ大賞」「 イ キイ キ優秀賞」
     従業員3 0 0 人以下の事業所。 但し 、3 0 1 人以上であっても 、中小企業に該当する場合は対象と なり ます。

②「 ベスト フォーカ ス賞」  事業所の規模は問いません。

　 　 　

令和6 年7 月1 日（ 月）～8 月3 0 日（ 金）

応募受付期間

豊田市電子申請・ 届出システムによる。（ 詳細は市H P 参照）

応募方法

確認完了を通知した月末までに

（ 概ね1か月以内）

アドバイザーによる
確認の翌月末までに

申請受付日の翌月末までに

豊田市SD Gs 認証申請

とよた産業ナビHP「 働き方改革推進ポータルサイト 」に事業所名及び【 確認・ 公表情報】様式を掲載

令和６ 年度より、確認・ 公表制度へ申請を行っていることが、豊田市SD Gs 認証制度へ申請するための要件となりました。

豊田市働き方改革アドバイザーによる現地確認

市から事業所に対し、確認完了を通知

※確認の結果、基準未達成の場合でも、取組の改善や

拡充によりあらためて申請することができます。

各様式のダウンロード 、

申請方法等の詳細はこちら

＜市H P：確認・ 公表制度＞

応募書類作成

豊田市電子申請・ 届出システムにより応募

書類選考

書類選考を通過した事業所に対し、ヒアリング

選考委員会

選考結果通知【 令和6年１１月下旬（ 予定）】

とよた産業ナビHP「 働き方改革推進ポータルサイト 」に

事業所名及び取組を掲載

表彰式【 令和6年12月中旬（ 予定）】

104



 

 

共生型サービスの事業所指定について 

介護保険課 

105



共生型サービスの概要

◆共生型サービスは、「介護保険」又は「障がい福祉」のいずれかのサービスの指定を
受けている事業所が、もう一方の制度の指定も受けやすくするための「指定手続きの特例」です

◆平成30年４月の法改正に伴い、障がい福祉サービス等の指定を受けた事業所であれば、共生型
介護保険サービスの指定を受けることにより、障がい福祉サービス事業所の設備・人員配置で高齢
者の利用を受け入れることが可能となりました

◆共生型介護保険サービスの指定要件は、障がい福祉サービス等の指定を
受けていることになります

◆共生型介護保険サービス利用者と障がい福祉サービス等事業所の利用者の
合計人数に対して、従業員数及び施設の面積や設備が障がい福祉サービスの
基準を満たしている必要があります

１ 指定要件

◆共生型介護保険サービスの指定を受けた場合、障がい福祉
サービス等事業所が定める利用定員の範囲内で高齢者を
受け入れることが可能です
※定員が18人以下の場合、高齢者の利用は豊田市民に限られます

◆当該利用定員の範囲内であれば、サービスごとの利用者の
数に変動があっても支障ありません

（例）定員20名の場合、利用日によって指定生活介護の利用者が10人、
共生型通所介護の利用者が10人であっても、指定生活介護の利用者が5人、
共生型通所介護の利用者が15人であっても支障ありません

２ 定員の考え方

高齢者＋障がい者で
定員以内であればOK

◆共生型介護保険サービスの管理者と、障がい福祉サービス等の管理者が兼務であっても

支障ありません

３ 管理者

１

◆共生型介護保険サービス事業所が高齢者に適切なサービスを提供するため、それぞれのサービス

に対応した指定居宅サービス事業者等又はその他の関係施設から必要な技術的支援を受け

ている必要があります ※技術的支援を受ける相手先にお困りであればご相談ください

４ 技術的支援
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出典:厚生労働省
ホームページ「共生型
サービスの対象となる
サービス」

５ サービスの種類

共生型サービスの指定を受けたいときは

申請手順の確認
（※ 障がい福祉サービスの定員の範囲内でサービスを行います）

申請書の事前確認を受ける
申請書類に不備・不足がないか、内容が適切であるかなど事前確認を受けます
※ 申請書案を介護保険課へ提出、書類確認をさせていただきます
※ 既存サービスである障がい福祉サービスの指定通知の写しを添付いただきます

指定申請（毎月月末 提出締切）
介護保険課での事前確認が終了後、指定申請を行い書類審査を受けます
書類審査が終わると介護保険課から指定通知があります

変更届等の提出（必要に応じて）
※ 共生型介護保険サービス開始により、運営規程や定款等

に変更のある場合障がい福祉課への変更届が必要です

事業開始（申請月の翌々月１日付けで指定します）

まずは介護保険課へ
ご相談ください

２ 手続きの流れ【イメージ】

2

豊田市 福祉部
介護保険課 施設担当
TEL 0565-34-6634
FAX 0565-34-6034

１ 参考資料
◆厚生労働省 共生型サービス★はじめの一歩★～立ち上げと運営のポイント～

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_200423_2.pdf
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豊田市障がい者通所施設歯科健診事業について 

健康政策課 
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豊田市中央図書館障がい者サービスコーナーに

ついて 

豊田市中央図書館 
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豊田市中央図書館の
障がい者サービスについて

豊田市中央図書館の障がい者サービスについて説明させていただきます。
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障がい者サービスを受けるには

1.愛知県内在住
2.身体障がい者手帳、療育手帳、

介護認定４以上をお持ちの方

貸出期間：１か月

利用カードの登録条件

豊田市中央図書館で障がい者サービスを受けるには、障がいの内容が分かる
手帳をもって障がい者サービスコーナーで利用手続きをする必要があります。
障がい区分で登録できるのは☆愛知県内在住で☆身体障がい者手帳、療育手
帳もしくは介護認定４以上の方です。
貸出期間は一般区分の利用者は２週間ですが、☆障がい区分の利用者は１か
月です。
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図書館で行っているサービス

 障がい者用図書の貸出
 郵送貸出
 対面朗読
 視覚障がい者用機器類の貸出

図書館で行っている主なサービスは☆障がい者用図書の貸出、☆郵送貸出、
☆対面朗読、☆視覚障がい者用機器類の貸出です。
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障がい用図書の種類

貸出対象者障がい者用図書

視覚障がい者点字図書

視覚障がい者
療育手帳を持っている方

点字絵本

視覚障がい者
重度身体障がい者、要介護4以上

録音図書（デイジー図書）

聴覚障がい者字幕付き映像資料

障がい者用図書は主に点字図書、点字絵本、録音図書、字幕付き映像資料の
４つに分けられます。
貸出対象の利用者はぞれぞれ持っている障がい・等級によって異なります。
では、障がい者用図書について説明していきます。
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点字図書・点字絵本について

点字絵本

点字図書は１冊の本を点字で印刷している本です。本１冊を点字本にすると
４冊くらいになります。
図書館の点訳ボランティアの方には所蔵している図書や利用者からリクエス
トがあった図書を点字本として作成していただいています。
☆点字絵本は文章の上に点字がついていたり、絵を点図というもので表して
いる絵本のことです。
絵本に点字をつけたもの以外にも指で触るだけの迷路などもあります。
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点字図書
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カセットテープ

録音図書（デイジー図書）について

デイジー図書プレクストーク

録音図書には☆カセットテープと☆デイジー図書の２種類あります。現在使
用されている録音図書はほとんどデイジー図書で作成されています。
図書館でも音訳ボランティアの方に、所蔵している図書やリクエストがあっ
た図書をデイジー図書として作成していただいています。
また、デイジー図書は普通のCDではないため、☆プレクストークという専
用の機械が必要です。CDプレイヤーやパソコンなどでは再生することがで
きません。
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字幕付き映像資料について

字幕付き映像資料は、映画に字幕や副音声がついているDVDです。貸出でき
ないDVDは館内で視聴することができ、図書館では字幕付き映像資料を活用
したバリアフリー上映会というイベントを開催しています。
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郵送貸出について

 豊田市内在住

 身体障がい者手帳 １～３級
療育手帳Ａ判定

※障がいの内容によって、郵送できる図書・資料は異なる

郵送できる利用者

図書館では障がいをお持ちの方を対象に郵送貸出を行っています。送料は無
料です。障がい者資料を郵送できるのは☆豊田市内在住で☆身体障がい者手
帳１～３級、療育手帳A判定の利用者です。☆障がいの内容によって郵送で
きる図書・資料が異なります。
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郵送できる資料対象

点字本、点字絵本、録音図書、
活字図書、CD

視覚障がい１～３級

字幕付き映像資料、活字図書聴覚障がい１～３級

活字図書その他身体障がい１～３級

点字絵本、活字図書療育手帳A判定

郵送できる資料

視覚障がい１～３級は点字本、点字絵本、録音図書、活字図書、CD。
聴覚障がい１～３級は字幕付き映像資料、活字図書。
その他身体障がい１～３級は活字図書。
療育手帳A判定は点字絵本、活字図書を郵送することができます。
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対面朗読について

音訳ボランティアによる朗読サービス

対象：視覚障がい者
時間：１回２時間程度（事前予約）

利用者が持参した本や取扱説明書などを朗読

対面朗読は音訳ボランティアによる朗読サービスで、利用できるのは☆視覚
障がいの利用者です。
☆時間は１回につき２時間程度ですが、事前に音訳ボランティアの方へ連絡
が必要なため、予約が必須です。
☆対面朗読ができるものは利用者が持参した本や取扱説明書などです。
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視覚障がい者への機器貸出について

対象：プレクストークの購入を検討している方
期間：１か月（館外への貸出可）

拡大読書器

プレクストーク

その他機器

拡大読書器
音声読み上げ機

館内で利用可

機器の貸出について、視覚障がい者へはプレクストークの貸出を行っていま
す。
対象は☆プレクストークの購入を検討している視覚障がいの利用者で、☆貸
出期間は１か月です。
☆拡大読書器や音声読み上げ機は館内で利用することができ、拡大読書器は
視覚障がいの利用者に限らず、一般の利用者も使用することができます。
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令和７年度 愛知県障がい者施設歯科検診事業

について 

愛知県福祉局福祉部障害福祉課 
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６障福第２２４０号 
令和７年１月２８日 

 
 各障害福祉関係施設管理者 様 

愛知県福祉局福祉部障害福祉課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
令和７年度 愛知県障がい者施設歯科健診事業について（通知） 

 
 日頃は、本県の障害福祉の向上にご協力いただき、御礼申し上げます。 

このたび障害児・者施設の利用者の方々の歯科健診等を下記のとおり行うことと

なりました。つきましては歯科健診等の実施を希望される場合は、別添申込書に必

要事項を記入のうえ、令和７年４月１０日（木）までにファクシミリで障害福祉課

までお申し込みください。 
記 

１ 実施者 
  一般社団法人愛知県歯科医師会 
２ 目的 
  歯科疾患の予防、歯科疾病の早期発見及び歯科健康教育の推進を図り、障害児

者の健康維持に努めること。 
３ 対象 

障害者支援施設及び障害児入所施設の利用者 
  ※障害者通所支援事業所（生活介護等）、グループホーム及び障害児通所支援

事業所の利用者は対象に含まれません。 
  ※計画段階で受診予定者が少数の場合は近隣の施設と調整のうえ、１０名以上

で申し込んでください。（県では調整しません。）。 
４ 実施内容 
（１）歯科健診及び歯科衛生指導（個別・集団） 
（２）フッ化物塗布によるむし歯予防 
（３）施設職員に対する歯科健康教育講話 
５ 実施方法 
  愛知県歯科医師会が健診スタッフを施設等に派遣し実施する。 
６ 実施日時等 
（１）実施期間 令和７年６月から１２月まで 
（２）実施曜日 原則木曜日 
（３）日  数 １日 
（４）健 診 料 無料 
７ 派遣内容等の問い合わせ先 

一般社団法人愛知県歯科医師会 
電 話 ０５２－９６２－９１０６ 

メール jigyo@aishi.or.jp 

 
担 当 事業所指導第二グループ（酒井） 
電 話 ０５２－９５４－７４００（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 
ＦＡＸ ０５２－９５４－６９２０ 
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愛知県福祉局福祉部障害福祉課 行 
FAX ０５２-９５４-６９２０ 

 

令和７年度（２０２５年度）愛知県障がい者施設歯科健診事業申込書 

  

令和 ７ 年    月     日 

                           施設名 

                           施設長                   印 

下記のとおり、申込みます。 

記 

施 設 名 
 

施設種別 

（必ずご記入下さい） 

 

 

入所施設のみ 

住 所 

〒   － 

 

電話 （     ）    ― FAX （     ）    ― 

施 設 長 名 
 

担 当 者 名 
 

実 施 内 容 

該当する箇所の□に 

ㇾ点を入れて下さい 

 

歯科健診対象者 

□身体障がい者 □知的障がい者 □精神障がい者 

  

 

実施希望年月日 

第一希望：令和     年     月     日（   ） 

第二希望：令和     年     月     日（   ） 

第三希望：令和     年     月     日（   ） 

  ※6 月～12 月の間にお願いします。 

受診予定者        人 

職 員 数                        人 （健診対象にはなりません） 

※近隣の施設と調整し 10 名以上での申し込みをする事業所については、歯科健診等の実施

場所となる事業所の情報を記載してください。ただし、受診予定者欄は合計の人数を記載

してください。 

※希望者のみ提出 
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障がい福祉サービス費等の請求について 

障がい福祉課 
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愛知県国民健康保険団体連合会



障害福祉サービス費等の
請求について

令和７年１月
愛知県国民健康保険団体連合会

介護福祉部障害福祉課
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目 次

1 ．請求及び支払いについて ２

2 ．エラーについて ２０

4 ．銀行口座の変更について ２８

5 ．資料等の掲載について ３０

3 ．過誤申立（取下げ依頼）について ２４
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➢ １～１０日 請求期間
（土日祝も含み２４時間受付。請求方法はインターネットのみ）

➢ １１日～月末 審査期間

➢ 翌月第１営業日 返戻関連書類送付

➢ 翌月１０日 支払関連書類送付
（土日祝であれば前営業日）

➢ 翌月２０日 支払い
（２０日が土曜日の場合は前営業日、日曜日の場合は後営業日）

※通知書類の種類及び取得方法については、Ｐ14～Ｐ19をご確認ください

１．請求及び支払いについて

● 請求から支払いの流れについて

2
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● 代理請求と事業所単位の請求について
代理請求とは、介護保険、または障害者総合支援における介護給付費等の請求事務を
代理人が事業所に代わって行うことです。

（代理請求のイメージ図）

事業所Ａ

事業所Ｂ

事業所Ｃ

（請求事務を委任）
事業所本店

（一括で請求）

（事業所単位の請求のイメージ図）

事業所Ａ

事業所Ｂ

事業所Ｃ

（各事業所で請求）

• 代理請求を行う場合、事業所は代理人へ請求事務を
委任し、代理人は事業所から委任された請求事務を
行うため、国保連合会へ「代理人情報申請」を行い
ます。

• 代理人申請を行った代理人は、毎月、事業所に代
わって請求事務を行い、支払額決定通知書等の通知
書を取得し、事業所に受け渡します。

• 代理請求を行った場合、事業所は「請求／状況照会
／通知文書の取得」処理を行うことができません。

3
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※テストID、本番用IDパスワードは、必ず仮パスワードから任意のパスワードに変更してください。

＜電子請求受付システムのテストID・本番用IDのパスワードがわからなくなってしまった場合＞
・仮パスワードを再発行しますので、国保連合会にご連絡ください。仮パスワードは郵送でのお届
けになります。

● 請求時のパスワードについて

4
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＜電子証明書発行用パスワードがわからなくなってしまった場合＞
・証明書発行用パスワードは電子請求受付システムより再発行できます。ただし 別途発行手
数料がかかってしまうため、再発行を行う前に、まずは国保連合会から送付された「電子請求
登録結果に関するお知らせ」がお手元にあるか確認してください。「電子請求登録結果に関す
るお知らせ」を紛失し証明書発行用パスワードがわからない場合は、電子請求受付システムに
ログインし以下の手順にて再発行を行います。

5
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当
月
請
求
分

1日～１０日

・事業所のパソコンから取下げを行います。
・送信済データを取下げてから修正データを

送信してください。
⇒P10「請求期間内の取下げについて」へ

１１日～末日

・翌月第１営業日の返戻等一覧表を確認し、
記載がなければ、市町村に過誤申立を行って
ください。

⇒P24「３.過誤申立（取下げ依頼）について」へ

前月までの請求分
（返戻になっていないもの）

・市町村に過誤申立を行ってください。
⇒P24「３.過誤申立（取下げ依頼）について」へ

● 送信済データの取下げについて

請求データ送信後、誤り等に気付き修正したデータを再度送信したい場合、
送信済データの取下げを行う必要があります。送信済データの取下げは、
時期によって対応方法が異なります。対応方法については以下のとおりです。

8
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＜①の場合のフロー図＞

事
業
所

Ａ

1回目

2回目

Ａ’

返戻

連
合
会

電子請求受付システムデータ受付時の仕様について

①「市町村番号・受給者番号・サービス提供月」が同じデータを２回送信した場合
→１回目に受付（送信）したデータを正当データとして扱い、当該データにて審査・支払を行います。
→２回目に受付（送信）したデータは重複請求で返戻（エラーコード：EC01）となります。

※２回目のデータが正当(１回目のデータが誤り)である場合、１回目の送信データを取下げしてください。

②「市町村番号・サービス提供月」が同じで「受給者番号」が異なるデータを２回送信した場合
→別データのため、複数回に分けてデータ送信していただいて問題ありません。

※同一の市町村番号・サービス提供月の請求書が２回送信された場合、２回目送信の請求書のみが
重複請求で返戻となります。こちらに関しては、再請求する必要はありません。
（明細書データに基づき審査支払いを行うため。）

③「市町村番号・受給者番号」が同じで「サービス提供月」が異なるデータを２回送信した場合
→別データのため、複数回に分けてデータ送信していただいて問題ありません。

9

137



②

①

③ ④

⑥

⑤

請求年月「令和 年 月」の送信待ちの請求情報がありま
す。

請求年月を
当月にします

令和 年 月

令和 年 月 日
令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月

請求年月「令和 年 月」の請求情報が送信待ちです。

請求年月「令和 年 月」の印刷できる請求情報がありま
す。

10

♦請求期間内（1～10日）の取下げについて

◇簡易入力システムでの取下げ方法

取り下げたいデータを
選択します

＜請求状況の表示について＞
・取下げボタン押下後→「取下げ依頼中」
・（「取下げ依頼中」が表示されてから約５分後）

最新情報更新ボタン押下→「取下げ済み」
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①

② ③

⑤

④

請求年月を
当月にします 令和 年 月

令和 年 月 日 10:00

令和 年 月 日令和 年 月 日

11

◇取込送信システムでの取下げ方法

取り下げたいデータを
選択します

＜請求状況の表示について＞
・取下げボタン押下後→「取下げ依頼中」
・（「取下げ依頼中」が表示されてから約５分後）

最新情報更新ボタン押下→「取下げ済み」
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電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①

②

12

◇電子請求受付システム（WEBサイト）での取下げ方法
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③

④

⑤

処理対象年月＝請求年月
例えば当月が令和5年5月であれば
処理対象年月＝2023/05の「詳細」を
クリックします。

2023/05

2023/05

2023/05/05 10:00

2023/05

2023/05

2023/05

13

「取下げ」をクリックします
※取下げボタンのないデータは
取下げできません
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14

● 通知書類について

♦通知書類送付一覧

請求翌月の第１営業日
障害福祉サービス費等支払決定増減表

返戻等一覧表

請求翌月の１０日
（１０日が土日祝の場合は前営業日）

障害福祉サービス費等支払決定額通知書

障害福祉サービス費等支払決定額内訳書

福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ

障害福祉サービス費等過誤決定通知書

※通知書類は郵送ではありません。該当がある場合に、電子請求受付システム等に掲載されますの
で、各自取得してください。

※ご注意ください！

通知書類は取得から３か月を経過しますとシステムから削除されます。
原則郵送等での対応は行っておりませんので、
必ず印刷して保管するかパソコン内に保存する等してください。
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◇電子請求受付システム（WEBサイト）から取得する場合

①

②

電子請求受付システム総合窓口（http://www.e-seikyuu.jp/） にアクセス

♦各種通知書の取得について

15

代理請求（ユーザIDがHDから始まる）の場合も
「障害者総合支援の請求はこちら」からログインします
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処理対象年月（請求年月）で
絞り込むこともできます

④

⑤

「取得」をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P19

取得したい書類に「✔」を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
「✔」が入った状態で表示されます）

③

16
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◇簡易入力システムから取得する場合

①

②

③ ④

⑤

⑥

取得したい書類に「✔」を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
「✔」が入った状態で表示されます）

請求年月「令和 年 月」の送信待ちの請求情報がありま
す。

令和 年 月

請求年月「令和 年 月」の請求情報が送信待ちです。

請求年月「令和 年 月」の印刷できる請求情報がありま
す。

令和 年 月

令和3年5月

令和 年 月 日
令和 年 月 日
令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日
令和 年 月 日

令和 年 月 日
令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和１年5月1日

令和１年5月10日 10:00

令和 年 月 日

令和 年 月 日

「最新情報更新」をクリックすると
【ログイン】画面が表示されます。
電子請求受付システムの[パスワード]
を入力しログインします。

【情報】画面が表示されます。
＜ＯＫ＞をクリックします。

「通知書類取得」をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P19

17
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◇取込送信システムから取得する場合

①
② ③

④

⑤

取得したい書類に「✔」を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
「✔」が入った状態で表示されます）

「通知書類取得」をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P19

令和 年 月 日 10:00

令和3年5月10日 10:00

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和3年5月1日

令和3年5月1日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日
令和 年 月 日

令和 年 月

「最新情報更新」をクリックすると
【ログイン】画面が表示されます。
電子請求受付システムの[パスワード]
を入力しログインします。

【情報】画面が表示されます。
＜ＯＫ＞をクリックします。

18
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請求システムから取得したアイコン（①）をダブルクリックすると
フォルダ（②）がデスクトップ上に作成されます

①

②
フォルダ（②）をダブルクリックします

③

19

＜デスクトップに保存したファイルを開く方法＞

電子請求受付システム（WEBサイト）から
取得した場合は②から進んでください
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エラーコード エラーメッセージ エラー内容 確認ポイント 対応方法

① EG01・EG02
資格：受給者台帳にサービス提供
年月時点で有効な受給者の認定情
報が登録されていません

該当する受給者証番号が、受給者
台帳に登録されていない

・受給者証番号に誤りがないか
・市町村番号に誤りがないか

入力内容が誤っている
⇒修正後、再請求

入力内容に誤りがない
⇒市町村に確認し再請求

② EG03・EG07
資格：受給者台帳にサービス提供
年月時点で有効な受給者の支給決
定情報が登録されていません

請求明細書のサービスが、受給者
台帳に登録されていない ・サービスコードに誤りはないか

入力内容が誤っている
⇒修正後、再請求

入力内容に誤りがない
⇒市町村に確認し再請求

③ EG13
資格：受給者台帳にサービス提供
年月時点で有効な受給者の支給決
定情報が登録されていません

請求明細書のサービスが、受給者
台帳に登録されているが、支給決
定期間が切れている

・受給者証の支給決定期間が切れて
いないか
・他のサービスに切替っていないか
・契約情報に終了したサービスを載
せていないか（→P22参照）

入力内容が誤っている
⇒修正後、再請求

入力内容に誤りがない
⇒市町村に確認し再請求

④ PP19
支給量：実績記録票に該当する
サービスが請求明細書に存在して
いません

①実績記録票のみ返戻等一覧表に
出力：明細書の提出がない
②明細書と実績記録票が対で返戻
等一覧表に出力：明細書にエラー
があるために実績記録票も連動し
てエラーになった

①実績記録票と明細書を併せて
再請求
②明細書のエラーを修正のうえ、
実績記録票と併せて再請求

● 照会の多いエラー

２．エラーについて
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＜返戻等一覧表に関する問合せ先＞

・エラーコードが「S」「T」で始まる場合：市町村の審査による返戻→該当市町村へ

・上記以外のエラーコード：国保連合会の機械審査による返戻→国保連合会へ

21

エラーコード エラーメッセージ エラー内容 確認ポイント 対応方法

⑤ EC05
該当の請求情報は既に受付済、ま
たは請求情報内で重複する情報が
存在しています

契約情報に同じサービスが２行以
上記載されている

契約内容報告書（確認リスト）に同
じサービスが複数記載されていない
か（→P22参照）

最新の契約情報だけ記載し、再
請求。
（月途中で契約支給量が変更に
なった場合でも、契約情報には
最新のものだけを記載します）

⑥ EC09
修正、または取消の対象となる利
用者負担上限額管理結果票が存在
していません

修正対象となる、過去に請求され
た上限額管理結果票がない

上限額管理結果票の返戻再請求分に
ついて、情報作成区分を「修正」と
して提出していないか
（→P23参照）

情報作成区分を「新規」で再請
求
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⑤EC05 該当の請求情報は既に受付済、または請求情報内で重複する情報が存在しています

※同じサービスが２行記載さ
れていると「重複エラー」に
なります。
月途中で契約支給量が変更に
なった場合は変更後の契約情
報のみ記載してください。

【契約内容報告書】

「●照会の多いエラー」から③、⑤、⑥について解説します。

③EG13 資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録されていません

“身体介護の請求なし”
でも返戻になります

【契約内容報告書】

【請求明細書】

◎受給者台帳上の支給決定：身体介護決定（Ｒ5.3.1～Ｒ5.4.30：終了）
家事援助決定（Ｒ5.3.1～Ｒ6.3.31）

※終了したサービスを契約情報に載せてしまうとエラーになります。
サービス月時点で有効なサービスのみ記載してください。

《令和5年５月提供分》

令和5年3月1日

令和5年3月1日

令和5年3月20日

令和5年3月1日 令和5年3月19日
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⑥EC09 修正、または取消の対象となる利用者負担上限額管理結果票が存在していません

例）コクホタロウ（ハナコ） Ｒ５年４月利用分 上限額管理結果票
令和５年５月受付分にて返戻（EC09エラー） → 令和５年６月再請求

【令和５年６月に再請求した上限額管理結果票】

情報作成区分が「修正」のため
EC09エラーになっています。
※返戻分の上限額管理結果票を

再請求する場合は
情報作成区分を「新規」にして
提出してください。

令和 5年 4月分

令和5年5月受付分

令和5年4月

23

５月受付分で
返戻になっています
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・支払済、支払予定の請求データを取下げる場合は「過誤申立」が必要です。
・過誤申立は受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
・過誤申立書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
・返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で

請求してください。

※請求・審査・支払処理は、明細書データ単位で処理がされます。
市町村への過誤申立により、過去の明細書データに対し減額分のみが調整されることに
はなりませんので、必ず修正データを再請求する必要があります。

（翌月以降）

④訂正した内容
で再請求

③過誤処理結果通知

②過誤処理依頼

①過誤申立書の提出

３．過誤申立（取下げ依頼）について

24

＜過誤申立のイメージ図＞
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● 過誤についての注意点

②利用者負担上限額管理結果票は過誤申立をしても取下げされません。

①過誤申立データの送信時期について必ず市町村と調整を行ってください。

過誤申立の際には、「何月に連合会へ過誤申立データの送信をするのか」市町村へ確認していただき、
該当月の１～１０日に当月請求分に併せて過誤申立分を送信してください。

【過誤申立を行ったデータの再請求がない場合】
当月請求分の金額から過去に支払済の金額を取下げし相殺するため、
事業所からの請求金額より支払額が少なくなります。
なお、当月請求分の支払金額より過誤金額が上回った場合、
請求月翌月に事業所から国保連合会へマイナス分の金額を振込みしていただくことになります。

※振込方法等については、国保連合会よりご連絡します。

利用者負担上限額管理結果票を修正する場合は、「情報作成区分」を「修正」としてデータ作成し請求して
ください。

※上限額管理事業所が他事業所で、自事業所の利用者負担額が変更となる場合は、上限額管理事業所より当
該結果票を送信していただく必要があります。

▼簡易入力システム・利用者負担上限額管理結果入力画面

令和 年 月分

25
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◆同月過誤

国保連合会で審査確定した実績の取下げと取下げた分の再請求（正しい金額）を
同一月内で行うものです。

①令和○年５月に市町村へ過誤申立書を提出します。（事業所）

②令和○年６月に、国保連合会へ過誤申立データを送信します（市町村）

③令和○年６月請求受付（事業所）
Ａさんの令和○年２月分の再請求及び令和○年５月提供５名分の請求をします。

④令和○年６月受付分が国保連合会で過誤調整され令和○年７月２０日に事業所へ支払われます。

過誤対象者・・・１名（Ａさん）
過誤対象年月・・・Ｒ○年２月提供分
過誤金額・・・30,000円 ※

<６月受付分>
通常請求

対象者・・・５名
対象年月・・・Ｒ○年５月提供分
金額・・・100,000円

再請求分
過誤対象者・・・１名（Ａさん）
過誤対象年月・・・Ｒ○年２月提供分
過誤金額・・・30,000円 ※
再請求金額・・・20,000円

● 過誤請求の例

過誤申立書

請求明細書 サービス提供
実績記録表

５月請求分・・・5件 ＋ 100,000円
再請求分・・・1件 ＋ 20,000円
※過誤分・・・1件 － 30,000円

合計 90,000円 ←この金額が振込まれます。
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◆通常過誤

国保連合会で審査確定した実績の明細書の取下げだけを行うものです。
なお、再請求がある場合は、取下げが確定した後に、国保連合会に再請求を行います。

①令和○年５月に市町村へ過誤申立書を提出します（事業所）

②令和○年６月に国保連合会へ過誤申立データを送信します（市町村）

③令和○年５月提供５名分の請求をします。
令和○年６月請求受付分より、過誤金額の全額が差し引かれ事業所へ支払われます。

④令和○年７月請求受付分で、再請求を行います（事業所）

⑤令和○年８月２０日に事業所へ再請求分が全額支払われます（国保連合会）

過誤申立書
過誤対象者・・・１名（Ｂさん）
過誤対象年月・・・Ｒ○年２月提供分
過誤金額・・・30,000円 ※

請求明細書 サービス提供
実績記録表

<６月受付分>
通常請求

対象者・・・5名
対象年月・・・Ｒ○年５月提供分
金額・・・100,000円
過誤金額・・・30,000円 ※

５月請求分・・・5件 ＋ 100,000円
※過誤分・・・1件 － 30,000円

合計 70,000円 ←この金額が振込まれます。
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◆過払いが生じる場合

当月請求分の支払金額より過誤金額が上回った場合、
請求月翌月に事業所から国保連合会へマイナス分の金額を振込みしていただくことになります。

①令和○年５月に市町村へ過誤申立書を提出します（事業所）

②令和○年６月に国保連合会へ過誤申立データを送信します（市町村）

③令和○年５月提供１名分の請求を６月に請求をします。
令和○年６月請求受付分より、過誤金額を差し引いた結果、過誤金額の方が
請求金額を上った場合。

④令和○年７月２０日事業所への支払はありません。
（事業所が国保連合会へ不足分の20,000円を振込みます）

過誤申立書
過誤対象者・・・１名（Ｂさん）
過誤対象年月・・・Ｒ○年２月提供分
過誤金額・・・30,000円 ※

請求明細書 サービス提供
実績記録表

<６月受付分>
通常請求

対象者・・・１名
対象年月・・・Ｒ○年５月提供分
金額・・・10,000円
過誤金額・・・30,000円 ※

６月請求分・・・１件 ＋10,000円
※過誤分 ・・・１件 －30,000円
合計 －20,000円←この金額を事業所が国保連合会に振込みます
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● 「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」について

（１）変更手続きの方法

①内容に変更がある場合、お早めに国保連合会にご連絡ください。

国保連合会から該当事業所の「障害福祉サービス費等の請求および受領に関する届」を郵送します。

②郵送された「障害福祉サービス費等の請求および受領に関する届」の変更箇所を 朱書き+訂正印 に

て修正し、国保連合会へご返送ください。

③２５日までに到着の場合は、翌月振込分より変更となり、

２６日以降に到着した場合は、翌々月振込分より変更となります。

※国保連合会で変更可能な項目は、請求者と口座情報（振込先、支店名、口座番号、

フリガナ（受領者）、（口座名義人）受領者）です。

住所、電話番号等の変更は指定権者にお問い合わせください。

（２）委任状が必要な場合

・開設者と請求者が異なる

・開設者と受領者（口座名義人）が異なる

銀行口座の変更がある場合、「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」の

再提出が必要となりますので、国保連合会にご連絡ください。

４．銀行口座の変更について
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◆「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」記載例

異動年月…請求データを送信する月を記入してください。
例：令和１年５月サービス分⇒令和１年６月請求
未定の場合は空欄でも可

フリガナは通帳のカナ（表紙裏に記載）
のとおりに記入してください

30

フリガナに合わせて記入してください
例： カ）マルマルマルサービス

株）●●●サービス
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電子請求受付システムのトップメニュー「請求関連資料」に、請求事務に参考となる資料を
掲載しています。

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②

５．資料等の掲載について

31

● 請求関連資料
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「ファイルまたはリンク」欄にある資料の
リンクをクリックすることで参照できます。

サービスごとに報酬算定構造やサービス
コード表等を参照することができます。
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サービス提供事業所等向けパンフレット（小冊子）「請求事務ハンドブック」が
電子請求受付システム（WEBサイト）の「お知らせ一覧」に掲載されています。

電子請求受付システム総合窓口
➡障害者総合支援の請求はこちら
➡お知らせ一覧
➡2024/05/31 請求時にご活用いただける

「請求事務ハンドブック」の改版について

掲載場所

請求情報の作成方法やよくある質問等が
記載された約30ページの小冊子です

♦「請求事務ハンドブック」
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「市町村番号一覧表」および「地域区分表」は、本会ホームページもしくは電子請求受付システムに
掲載しています。

◆「市町村番号一覧表」および「地域区分表」

♢本会ホームページ

当該リンクをクリックする
と右図が参照できます。

34

愛知県国保連合会ホームページ
➡介護福祉関係の皆様
➡障害福祉サービス事業所向け
➡障害福祉サービス費等の請求について

掲載場所
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♢電子請求受付システム

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②
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赤枠をクリックすると右図
の画面へ推移します。
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赤枠をクリックすると右図
が参照できます。
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38

＜問い合わせ先＞

○電子請求受付システム・簡易入力システム・取込送信システムに関すること
電子請求受付システム上のFAQをご確認ください。
解決できない場合：障害者総合支援電子請求ヘルプデスク
☎：0570-059-403 ✉：mail@support-e-seikyuu.jp

○給付費の支払、返戻に関するお問合せ
愛知県国民健康保険団体連合会 障害福祉課
☎：052-962-1369

○ご使用の障害福祉ソフトに関すること
障害福祉ソフト会社

○過誤申立、受給者証の記載内容（加算等）、エラーコードが「S」「T」から始まる返戻に関するお問い合わせ
各市町村障害担当課

○事業所の体制に伴う届出内容（加算等）に関するお問い合わせ
愛知県庁障害担当課

○指定基準や報酬に関するお困りごと
ＷＡＭＮＥＴ
🔍ＷＡＭネット 障害 Ｑ＆Ａ
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